
給水装置の管路に取付ける活水器等の設置について 
 

1. 目的 
給水装置の管路に設置する活水器等（以下「管路活水器等」という。）につ

いて、水質の責任分界点、管路活水器等異常時の飲料水確保、及び配水管等

への逆流防止を考慮し設置における設計・施工について必要事項を定めるも

のである。 
2. 管路活水器等の定義 

管路活水器等は、給水管に直結して取り付けられ常時水圧がかかった状態

で使用されるものをいい、以下の機能を有する器具をいう。 
（１）ろ過材により、水道水中の残留塩素などの溶存物質や濁質の除去（減

少）を目的とした器具 
（２）人工的な処理により、付加的な機能を有する水をつくる器具 
（３）防錆又はスケール防止を主目的とした磁気式、電子式等の器具。 
（４）その他、水道水の水質を変化させることを目的に設置する器具 

3. 設置基準 
（１）管路活水器等の設置については、水道法施行令第５条に適合している

こと。 
（２）原則として管路活水器等は、メーターの下流側に設置し、メーター筐

から５０センチメートル以上離して設置すること。 
（３）管路活水器等の上流側直近には、止水栓を設置し、かつ、逆流防止の

措置を講じること。 
（４）管路活水器等の上流側には、水質検査を行えるように給水栓を設置す

ること。 
（５）管路活水器等を設置する場合は、製造業者等の損失水頭の公表値を考

慮し水理計算を行うこと。また、所有者にもその旨、周知を図ること。 
（６）受水槽式に設置する場合は、受水槽より上流側に設置してはならない。 
（７）受水槽式から直結式へ変更する既存建物に管路活水器等が設置され

ている場合は、上記（１）から（６）に掲げる要件を満たすように改

造工事を実施すること。 
（８）親メーターの設置されていない共同住宅等において、宅地内第一止水

栓下流側で各戸メーターの上流側に管路活水器等を設置する場合は、

管路活水器等の上流側より分岐した共用メーターを設置し給水栓を

設けること。なお、他に共用メーターがある場合は、兼用できるよう

配慮すること。 
4. 水質責任 



管路活水器等の設置に伴う水道部の水質責任範囲は、管路活水器等の上流

側直近に設置された止水栓までとする。 
5. 維持管理 

指定工事事業者は、給水装置工事申込者（所有者）に、管路活水器等の維

持管理について十分な説明を行い、以下の各号について理解を求めること。 
（１）管路活水器等の維持管理責任者は、工事申込者（所有者）とする。 
（２）工事申込者（所有者）が、定期点検等を怠った場合に水質に変化を与

えることが考えられるため、維持管理に必要な事項を記載した「誓約

書」及びその製品のカタログ等を給水装置工事申込み時に提出するこ

と。 
＜解説＞ 
・磁気活水器を設置する場合は、メーターへの影響が心配されるため、磁気漏

洩防止の措置を講じ、メーターから５０センチメートル以上離して設置するこ

と。 
・管路活水器等の上流側の「直圧給水栓」は、水質異常時の水質検査用及び定

期点検時等の一次対策用に利用する給水栓である。また、この給水栓はメータ

ー取替え作業完了後や配水管断水作業後に空気及び濁り水排出に利用する。共

同住宅等の場合の共用栓は、水栓柱などの地上に露出した給水栓に限る。 
・有利残留塩素を除去、低減するタイプの管路活水器等を受水槽に導水する管

路の上流側に設置すると、受水槽以降の水が汚染される恐れがある。したがっ

て、受水槽方式の給水装置では、受水槽の上流側の給水管には設置してはなら

ない。 
・水道水の水質は給水装置の給水栓において、水質基準に適合していることが

条件であり、水道事業者の水質責任範囲は給水栓までである（受水槽以降の水

は所有者もしくは使用者の責任）。しかし、「水質の変化が予想される給水器具

から給水される水の水質については、水道事業者などの責任が免除されると考

えられる。（水道法逐条解説）」ので、Ⅰ型の管路活水器においては、当市にお

ける水質の責任分界点は、管路活水器の上流側の止水栓までとする。また、Ⅱ

型の浄・活水器具は、給水栓の二次側に設置されるものであるので、浄・活水

器等以降の水質に水道事業者は責任を有しない。 
 
 






